
■ 豊中市中小企業勤労者互助会の仕組み■ 豊中市中小企業勤労者互助会の仕組み
豊中市長が会長を務め、市が運営をサポートしている団体です。
事業の運営に必要な資金は、会員の皆さまからの掛金と豊中市の
補助金により賄われています。　　

■ 加入条件■ 加入条件
市内において、従業員300人以下で事業を営む
事業主及び従業員が対象です。
※従業員一人から加入できますが、事業主のみの加入
　はできません。　

■ 掛金
会費は一人につき月額500円です。
なお、入会時のみ入会金が一人600円かかります。
※掛金の 1/2 額以上は事業主にご負担いただきます。
※掛金は税法上、損金または必要経費として
　処理できます。　



事業の内容事業の内容


